
意見書案第１２号 

介護保険制度における軽度者への給付の見直しに関する意見書 

上記事項に関し、別紙のとおり意見書を提出することについて議会の議決を

求める。 

平成２８年６月２４日提出 
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  賛 成 者     〃      田 口 澄 雄 

    〃       〃      掛 田 るみ子 

    〃       〃      佐々木 晴 一 

    〃       〃      安 田 明 美 

    〃       〃      原 田 隆 博 

    〃       〃      下 川 俊 秀 



介護保険制度における軽度者への給付の見直しに関する意見書 

介護保険制度は平成１２年にスタートし、１６年が経過しました。元来、「み

んなで支える老後の安心」を合言葉に介護保険料を払う代わりに、“いざ”と

いう時には公的介護保険制度で十分な介護が受けられるという制度でした。 

次期介護保険制度改正において、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見

直しが検討されておりますが、仮に軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用

が原則自己負担になれば、特に低所得世帯等弱者の切り捨てになりかねず、ま

た、福祉用具、住宅改修の利用が抑制され重度化が進展し、結果として介護保

険給付の適正化という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し給付費が増

大するおそれがあります。 

現行の介護保険制度による福祉用具、住宅改修のサービスは、高齢者自身の

自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たして

います。手すりや、またベッド、歩行器など福祉用具を使えば、残された力を

使って自分の用事を果たすことが出来る。まさに自立を促し、そのことが自ら

の尊厳を守り、維持し、生きる力にもつながっていくものです。 

よって、次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しにおい

ては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に

沿って、介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行い、福祉用具等の利

用を、現行どおり介護保険の給付対象とすることを強く要請します。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  平成２８年６月２４日 
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